
　町民の皆さんや民間事業者、関係機関などが日常生活や仕事の中で見守り活動を行い、「ちょっ
とした異変」に気付いたときに役場へ連絡していただくことで、高齢者や障がい者、子どもの孤立
や虐待、消費者被害などの防止を図っています。平成26年に活動を始め、昨年度末で町内外93カ所
の関係機関と連携しています。地域で何か気になることがあれば、気軽に下記窓口に連絡してください。

　「国際障害者デー」（12月３日）は障がい者の社会参加をより一層促進するために国連が定めた
ものです。マークの意味を正しく理解し、関わりを持つことで「共感・共生」できるよう心掛けま
しょう。

問い合わせ先：健康福祉課　福祉支援グループ　☎８２－５５４１

・自宅から出て行ったが、帰宅しない。
・ポストに郵便物が溜まっている。
・数日連絡が取れない。
・約束した時間に訪問したが、玄関先
　まで出てこないなど

～障害者のための国際シンボルマーク～
　障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボ
ルマーク。このマークは「すべての障がい者を対象」としたもので、特に車いすを利
用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。
～盲人のための国際シンボルマーク～
　世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通マークです。視覚障がい
者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。

～身体障害者標識（身体障害者マーク）～
　肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている方が運転する車に表示
するマーク。

～聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）～
　聴覚障がいであることを理由に、免許に条件を付されている方が運転する車に表示
するマーク。

～耳マーク～
　聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を
表すマーク。

～ヘルプマーク～
　義足や人工関節を利用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方な
ど、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を
必要としていることを知らせることができるマーク。

孤立や虐待、消費者被害などを防ごう
地域見守りネットワーク活動とは

【これまでの相談事例】

問い合わせ先：
高齢者に関すること　→高齢者介護課（地域包括支援センター）　☎８２－５５６０
障がい者に関すること→健康福祉課　福祉支援グループ　　　　　☎８２－５５４１
自殺に関すること　　→健康福祉課　健康推進グループ　　　　　☎８２－５５４１
子どもに関すること　→子育て支援課　子育て支援グループ　　　☎８２－２０２１

おめでとうございます

髙野すゑさん（99歳）

理解を深めよう！　障がい者に関係するマーク


